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（別紙） 

 

厚 生 労 働 省 の 業 務 改 善 事 例                       

（平成 22 年 10 月第５週までの報告分） 

 

 

 

○改善事例１ 

Ｃ型肝炎救済特別措置法に基づく給付金に関するＱ＆Ａの改訂 

 

【改善点】 

  Ｃ型肝炎救済特別措置法に基づく給付金の請求に関する仕組みや手続きについて

は、法律の施行（平成２０年１月１６日）に併せてＱ＆Ａ等を作成し、周知を行っ

てきたところですが、各方面からの問合せの状況を踏まえて、平成２２年１０月２

２日付けでＱ＆Ａをより具体的に分かりやすく改訂しました。 

改訂されたＱ＆Ａは、厚生労働省ホームページに掲載するとともに、都道府県等

へもお知らせし、幅広い周知に活用していただくようお願いしました。 

 

 

 （参考）Ｃ型肝炎救済特別措置法に基づく給付金に関するＱ＆Ａ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uk0m.html 

 

 

        （照会先） 

         医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室指導係（内線 2720） 

 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uk0m.html
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○改善事例２ 

厚生労働省におけるＮＰＯ法人との協働の推進 

（「ＮＰＯとの協働」ホームページ） 

 

【改善点】 

厚生労働省では、就業支援や子育て、医療・介護、福祉といった各種事業につい

て、ＮＰＯ法人との協働を進めています。 

こうしたＮＰＯ法人との協働を通じ、各種施策をより一層効果的に推進していく

観点から、厚生労働省においてＮＰＯ法人も実施主体の対象としている事業の概要

や、各事業の受託の条件や予算額、問い合わせ先等を説明・紹介するコーナーを設

けました。 

  今後も、ＮＰＯ法人を対象とする事業に関する情報提供を進めること等により、

ＮＰＯ法人との協働を進めてまいります。 

 

 

（参考）ＮＰＯとの協働ホームページ 

    http://www.mhlw.go.jp/topics/npo/index.html 

 

 

              （照会先） 

                政策統括官付労働政策担当参事官室 

                           調整第１係（内線 7715） 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/topics/npo/index.html
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○改善事例３ 

介護労働支援策に関する情報提供（「介護労働支援ガイド」） 

 

【改善点】 

「介護関係の仕事に就きたい人」や「介護分野の人材を探している事業者」が、そ

れぞれのニーズに合った支援策を容易に探すことができるよう、利用される方の現在

置かれている状況や、その希望・条件に応じて、各種支援策を整理した「介護労働支

援ガイド」を、厚生労働省ホームページに設けました。 

 合わせて、「求職中、職業訓練中又は既に働いている方のためのリーフレット」

「介護事業者用リーフレット」を掲載しました。 

 より多くの方に御利用いただけるよう、今後とも、介護労働支援策に関する情報

提供を進めてまいります。 

 

 

（参考）介護労働支援ガイド 

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kaigo_roudou/index.html 

 

 

             （照会先） 

               政策統括官付労働政策担当参事官室 

                           調整第１係（内線 7715） 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kaigo_roudou/index.html
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○改善事例４ 

児童扶養手当の申請に関する父子家庭の皆様への注意喚起 

 

【改善点】 

父子家庭の皆様で、一定の要件に該当する方は、平成 22 年 11 月 30 日までに、市

区町村へ申請をすれば、以下のとおり、児童扶養手当の支給を受けることができます。 

 

●平成 22 年７月 31 日現在で支給要件に該当している方 

  → ８月分から支給  
 
●平成 22 年８月１日以降、11 月 30 日までに支給要件に該当した方 

  → 要件に該当した日の翌月分から支給 

 

11 月 30 日までに申請しない場合は、申請の翌月分からの支給となることから、支

給要件等の関連情報を取りまとめ、申請を促す注意喚起のページを設けました。 

 

 

（参考）父子家庭のみなさま 児童扶養手当の申請は 11 月 30 日までに！ 

     http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html 

 

 

           （照会先） 

                      雇用均等・児童家庭局家庭福祉課扶養手当係（内線 7893） 

 

 

 

 

 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html
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○今週の現場訪問・意見交換 

国立療養所多磨全生園への現場訪問 

 

【概要】 

  10 月 27 日、国立ハンセン病療養所の現状を把握し、今後の施策の参考とするた

め、細川厚生労働大臣ほか職員が、国立療養所多磨全生園（東京都東村山市）を訪

問し、概況説明を受けたほか、入所者等との懇談や、国立ハンセン病資料館の見学

などを行いました。 

  今後とも、国立ハンセン病療養所の入所者の方々が、地域社会から孤立すること

なく、安心して豊かな生活を営むことができるよう努めてまいります。 

  

 

             （照会先）   

               医政局政策医療課国立ハンセン病療養所管理室 

                           運営管理係（内線 2621） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）この資料は、厚生労働省内の各部局において実施した業務改善事例や実態把握のた

めの取組の中から、主なものを抜粋し、取りまとめたものです。 

 


